
〈 3 〉 大垣市役所 ☎81－4111

審議会などの傍聴ができます
まちづくり市民活動育成支援推進委員会   担当：市民活動推進課（☎47－7169)

3 ／23（土） 9：30～12：30 奥の細道むすびの地記念館2階 多目的室1

・令和 5年度市民活動助成事業・市民提案事業報告について

地域包括支援センター運営協議会 　　  担当：高齢福祉課（☎47－7416）

3 ／26（火） 13：30～15：00 市役所 3階 会議室 3－ 4、 3－ 5

・令和 5年度地域包括支援センター事業報告について　ほか

都市計画景観審議会 　　　　　　　   担当：都市計画課（☎47－8694)

3 ／29（金） 13：00～15：00 市役所 4階 情報会議室

・大垣都市計画第一種市街地再開発事業の決定（大垣駅南前地区）について ほか

春分の日（ 3月20日）の
ごみ収集

収集日 もえるごみ もえないごみ・
ペットボトル

プラスチック製
容器包装 ビン・カン

3 月20日
（水・祝）

収集は
ありません

収集します
第 3水曜（ 3月20日分）の区域

クリーンセンター（☎89－4124）問合せ

　家庭においてごみを屋外で焼却することは、一部の例外を除いて
法律で禁止されています。
　屋外焼却は、ばい煙や悪臭などにより近所の人に大変迷惑がかかり、
有害物質であるダイオキシンの発生にもつながります。

ごみの屋外焼却は禁止されています

　カラスは 2月頃から営巣活動を始め、カラスの巣が
原因で停電が発生することがあります。
　電柱や鉄塔の上にカラスの巣を発見したときは、
チャットからの通報または、中部電力パワーグリッド㈱
大垣営業所（☎0120－924－517）へ。

電柱や鉄塔の上に「カラスの巣」を
発見したらご連絡ください

固定資産の価格の縦覧

 ▶とき／ 4月 1日（月）～30日（火）　
　午前 8時30分～午後 5時15分（土・日・祝日を除く）
▶ ところ／課税課、上石津・墨俣地域事務所（各地域事務所は
各地域のみの縦覧）

▶ 持ち物／令和 6年度の納税通知書・課税明細書、運転免許証
など本人確認ができるもの

▶ 問合せ／課税課固定資産税（土地）グループ（☎47－8168）、
または同課固定資産税（家屋）グループ（☎47－8178）へ

 　令和 6 年度固定資産税・都市計画税納税通知書を 4 月上旬に
発送します。
　固定資産税は土地・家屋・償却資産を所有している人、都市
計画税は市街化区域内の土地・家屋を所有している人にそれぞれ
課税されるものです。内容を確認のうえ、期限までに納めてください。
　納税通知書が届かない場合や、内容について不明な点がある
場合など、詳しくは課税課へ。

納税通知書の発送固定資産税
都市計画税

問合せ
課税課固定資産税（土地）グループ　　　　　☎47－8168
課税課固定資産税（家屋）グループ　　　　　☎47－8178
課税課固定資産税（償却資産）グループ　　　☎47－8158

国民健康保険 異動の届け出はお早めに
　 4月は、就職や進学などで異動の多い時期です。次のような場合
は、14日以内に国保医療課または上石津・墨俣地域事務所、市民サー
ビスセンター、上石津地域の各支所で、必ず異動の手続きを行って
ください。手続きの際には、必要書類をご用意いただく場合があり
ますので、事前にご確認ください。
○職場の健康保険をやめたとき
○国民健康保険から職場の健康保険に加入したとき
○転入・転出したとき
○転居など、市内で住所が変わったとき
　なお、国民健康保険に加入した場合、保険料は届出月からでは
なく、他の健康保険の資格を喪失した月分から発生します。
　また、令和 6年度の保険料の通知書（ 1～ 3 期分）は、普通徴収
（納付書または口座振替）の人は 5月中旬に、特別徴収（年金から
引き落とし）の人は 4月上旬に郵送します。
　詳しくは、国保医療課国民健康保険グループ（☎47－8132）へ。

　 C 3  東海環状自動車道 大垣西ＩＣが、4月10日（水）午前 6時から
ＥＴＣ専用料金所に変わります。
　ＥＴＣ車載器を搭載していない車両は通行できませんので、ＥＴＣ
車でのご利用をお願いします。
　誤ってＥＴＣ専用料金所を利用した場合は、「サポート」または、

4 月10日（水）午前 6時から
大垣西ＩＣがＥＴＣ専用料金所に

「ＥＴＣ/サポート」と表示されたレーンに進んでいた
だき、一旦停止して係員の指示に従ってください。
　ご利用方法など詳しくは、ＮＥＸＣＯ中日本ＨＰを
ご覧いただくか、ＮＥＸＣＯ中日本お客さまセンター・
フリーダイヤル（☎0120－922－229）へ。

NEXCO中日本
ＨＰ

　令和 7年「歌会始」のお題が「夢」に決まりました。
　詠進歌は、お題を詠み込んだ自作の短歌で 1人 1首とし、未発表
のものに限ります。習字用半紙を用い、毛筆で自書してください。
用紙を横長にして、右半分にお題と短歌を、左半分に郵便番号・
住所・電話番号・氏名（本名・ふりがな）・生年月日・性別・職業
を縦書きしてください。
　詳しくは、宮内庁ＨＰをご覧ください。
▶ 宛先／〒100－8111 宮内庁（封筒に「詠進歌」と明記）
▶ 締切日／ 9月30日（消印有効）

「夢」をお題にした短歌を詠みませんか

チャット

　ごみは各家庭で燃やさずに、分別を徹底し、
指定された日に「ごみステーション」に出して
ください。
　詳しくは、環境衛生課（☎47－8563）へ。

　市内に土地・家屋を所有する納税者が、近隣の土地・
家屋の価格と比較してご自分の価格を確認できるよう、
土地・家屋の価格をご覧いただけます。


